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(57)【要約】
【課題】分析ユニットの洗浄に用いる洗浄液の消費を低
減することができる自動分析装置を提供する。
【解決手段】被検試料を分析するための検査情報の入力
が可能な操作部８０と、操作部８０から入力された検査
情報又は端末装置１２０から得られた検査情報に基づい
て、その検査情報に対応する被検試料の分析に使用する
反応容器３を指定する反応容器指定部６８と、分析サイ
クル毎に反応容器３を移動した後に停止させる反応ディ
スク４と、洗浄位置Ｗに停止した反応容器３を反応容器
洗浄する洗浄ノズルユニット６１とを備え、洗浄位置Ｗ
に停止した反応容器３の中に、指定した反応容器３が含
まれている場合に洗浄位置Ｗの反応容器３を反応容器洗
浄し、指定した反応容器３が含まれていない場合に洗浄
位置Ｗの反応容器３の反応容器洗浄を停止する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体から採取された被検試料を分析するために、前記被検試料及び試薬を反応容器に
分注してその混合液を測定する自動分析装置において、
前記被検試料を分析するための検査情報の入力が可能な操作手段と、
前記操作手段により入力された検査情報、又は前記被検試料を分析するための検査情報の
入力が可能な端末装置から得られた検査情報に基づいて、その検査情報に対応する第１の
被検試料の分析に使用する反応容器を指定する反応容器指定手段と、
前記反応容器指定手段により指定された第１の反応容器を含む複数の反応容器を移動及び
停止させる反応容器移動手段と、
前記反応容器移動手段により洗浄位置に停止した反応容器の中に、前記第１の反応容器が
含まれている場合に前記洗浄位置の反応容器を洗浄し、前記第１の反応容器が含まれてい
ない場合に前記洗浄位置の反応容器の洗浄を停止する反応容器洗浄手段と、
前記反応容器洗浄手段より洗浄された前記第１の反応容器に分注される前記第１の被検試
料及び前記試薬の混合液を測定する測定手段とを
備えたことを特徴とする自動分析装置。
【請求項２】
　前記反応容器洗浄手段は、前記第１の反応容器の洗浄が複数の位置で可能なように設け
られた少なくとも第１及び第２の洗浄位置に対応する第１及び第２の洗浄手段を有するこ
とを特徴とする請求項１に記載の自動分析装置。
【請求項３】
　前記第１及び第２の洗浄位置に対応する第１及び第２の洗浄液を有し、
前記第１の洗浄手段は、前記第１の洗浄液を用いて洗浄し、
前記第２の洗浄手段は、前記第２の洗浄液を用いて洗浄するようにしたことを特徴とする
請求項２に記載の自動分析装置。
【請求項４】
　前記反応容器洗浄手段は、前記第１及び第２の洗浄位置に前記第１の反応容器及び前記
反応容器指定手段により指定されていない第２の反応容器が停止したとき、前記第１の反
応容器が停止した洗浄位置に対応する洗浄手段により洗浄し、前記第２の反応容器が停止
した洗浄位置に対応する洗浄手段による洗浄を停止するようにしたことを特徴とする請求
項２に記載の自動分析装置。
【請求項５】
　前記反応容器洗浄手段は、前記停止位置に停止した反応容器の中に、前記測定手段によ
り測定された混合液を収容した反応容器が含まれている場合に前記洗浄位置の反応容器を
洗浄するようにしたことを特徴とする請求項１に記載の自動分析装置。
【請求項６】
　被検体から採取された被検試料を分析するために、前記被検試料及び試薬を反応容器に
分注してその混合液を測定する自動分析装置において、
前記被検試料又は試薬を吸引及び吐出する分注プローブを用いて、分析サイクル毎に前記
被検試料又は試薬を分注する分注手段と、
前記分析サイクル毎に、前記分注プローブの洗浄が可能なプローブ洗浄手段とを備え、
前記プローブ洗浄手段は、前記被検試料の分析をするための動作が開始されてから、前記
分注手段による前記被検試料又は試薬の分注が開始される前までの分析サイクルの間、そ
の間の分析サイクルの数よりも少ない数の洗浄を行うことを特徴とする自動分析装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液体に含まれている成分を分析する自動分析装置に係り、特に、ヒトの血清
や尿などの体液に含まれる成分を分析する自動分析装置に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　自動分析装置としては、被検試料と試薬の混合液の反応によって生ずる色調の変化を、
光の透過量を測定することにより、被検試料中の生化学的検査項目等における成分の濃度
や活性を測定する装置が知られている。
【０００３】
　この自動分析装置では、被検体の検査に基づいて操作部又は自動分析装置に接続された
端末装置から検査情報の入力が行われる。この検査情報には、検査対象の被検体のＩＤ、
氏名等の被検体情報や、分析条件の設定により分析可能になった多数の検査項目の中から
その検査に応じて入力された検査項目の情報等が含まれる。そして、被検試料を分析する
ための開始操作が行われると、入力された検査情報に基づいてその被検体から採取された
被検試料を分析する動作を開始する。分析サイクル毎に、複数の反応容器が所定の距離を
移動した後に停止して、洗浄位置、サンプル吐出位置、試薬吐出位置の順に各停止位置へ
の移動を繰り返す。
【０００４】
　そして、洗浄位置に停止した反応容器に、洗浄ユニットを使用して洗浄が行われる。サ
ンプル吐出位置に停止した洗浄された反応容器に、サンプル分注プローブを使用して被検
試料が分注される。試薬吐出位置に停止した被検試料が分注された反応容器に、試薬分注
プローブを使用して試薬が分注された後、測光ユニットを使用して反応容器内に分注され
たサンプルと試薬の混合液が測定される。洗浄位置に停止した測定後の混合液を収容した
反応容器に対して洗浄が行われ、被検試料における検査項目の分析を終了する。
【０００５】
　また、サンプル分注プローブ及び試薬分注プローブの各分注プローブは、分析の開始操
作が行われてから、各分注が開始されるまでの分析サイクルの間、分析サイクル毎に洗浄
される。また、被検試料及び試薬の分注終了毎に洗浄される。そして、洗浄された各分注
プローブ及び反応容器は、繰り返して使用される。
【０００６】
　しかしながら、最後に分注が行われた反応容器の洗浄が終了するまでの間、洗浄位置に
停止した例えば最後に分注が行われた反応容器の後の被検試料の分析に使用されない反応
容器に対しても洗浄が行われるため、反応容器の洗浄に用いる洗浄液を必要以上に浪費し
てしまう問題がある。
【０００７】
　この問題を解決するために、洗浄が必要な反応容器だけを選択的に洗浄することができ
る自動分析装置が知られている（例えば、特許文献１参照。）。この装置では、反応容器
が使用済みか未使用であるかにより、反応容器の洗浄が必要か否かを判定し、その判定結
果に基づき洗浄を必要とする反応容器のみ洗浄が行われる。
【特許文献１】特開平９－９６６４０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、特許文献１では、洗浄が必要な反応容器だけを選択的に洗浄を行うこと
ができるのは、緊急サンプルモード時であり、通常サンプルモード時には洗浄液を浪費し
てしまう問題がある。また、緊急サンプルモード時は、最後に洗浄された時間から予め定
められた時間を越えた反応容器の洗浄を必要とするため、洗浄液を浪費してしまう問題が
ある。
【０００９】
　また、各分注プローブは、開始操作が行われてから分注が開始されるまでの間のすべて
の分析サイクルで洗浄されるため、各分注プローブの洗浄に用いる洗浄液を浪費してしま
う問題がある。
【００１０】
　そして、洗浄液の浪費により、卓上型などの小型の自動分析装置においては、装置の設
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置面積を広く取れないので洗浄液を貯留した容器のサイズが制限されるため、洗浄液が不
足し、途中で被検試料の分析を行うことができなくなる問題がある。
【００１１】
　本発明は、上記問題点を解決するためになされたもので、分析ユニットの洗浄に用いる
洗浄液の消費を低減することができる自動分析装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記目的を達成するために、請求項１に記載の本発明の自動分析装置は、被検体から採
取された被検試料を分析するために、前記被検試料及び試薬を反応容器に分注してその混
合液を測定する自動分析装置において、前記被検試料を分析するための検査情報の入力が
可能な操作手段と、前記操作手段により入力された検査情報、又は前記被検試料を分析す
るための検査情報の入力が可能な端末装置から得られた検査情報に基づいて、その検査情
報に対応する第１の被検試料の分析に使用する反応容器を指定する反応容器指定手段と、
前記反応容器指定手段により指定された第１の反応容器を含む複数の反応容器を移動及び
停止させる反応容器移動手段と、前記反応容器移動手段により洗浄位置に停止した反応容
器の中に、前記第１の反応容器が含まれている場合に前記洗浄位置の反応容器を洗浄し、
前記第１の反応容器が含まれていない場合に前記洗浄位置の反応容器の洗浄を停止する反
応容器洗浄手段と、前記反応容器洗浄手段より洗浄された前記第１の反応容器に分注され
る前記第１の被検試料及び前記試薬の混合液を測定する測定手段とを備えたことを特徴と
する。
【００１３】
　また、請求項６に記載の本発明の自動分析装置は、被検体から採取された被検試料を分
析するために、前記被検試料及び試薬を反応容器に分注してその混合液を測定する自動分
析装置において、前記被検試料又は試薬を吸引及び吐出する分注プローブを用いて、分析
サイクル毎に前記被検試料又は試薬を分注する分注手段と、前記分析サイクル毎に、前記
分注プローブの洗浄が可能なプローブ洗浄手段とを備え、前記プローブ洗浄手段は、前記
被検試料の分析をするための動作が開始されてから、前記分注手段による前記被検試料又
は試薬の分注が開始される前までの分析サイクルの間、その間の分析サイクルの数よりも
少ない数の洗浄を行うことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、検査情報に基づいて被検試料の分析に使用する反応容器を指定し、洗
浄位置に停止した反応容器の中に、指定した反応容器が含まれている場合に洗浄液を用い
て洗浄位置の反応容器を洗浄し、指定した反応容器が含まれていない場合に洗浄位置の反
応容器の洗浄を停止することができる。
【００１５】
　また、開始操作が行われてから被検試料又は試薬の分注が開始されるまでの分析サイク
ルの間、その間の分析サイクルの数よりも少ない回数の分析サイクルでサンプル分注プロ
ーブ又は試薬分注プローブの洗浄を行うことができる。これにより、洗浄液の消費量を低
減することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下に、本発明による自動分析装置の実施例を、図１乃至図１１を参照して説明する。
【実施例】
【００１７】
　図１は、本発明の実施例に係る自動分析装置の構成を示したブロック図である。この自
動分析装置１００は、被検体を検査する検査項目の標準試料や被検体から採取された被検
試料を分析するために、標準試料、被検試料等のサンプル及び検査項目に該当する試薬の
分注や、分注されたサンプル及び試薬の混合液の測定を行う分析ユニットを有する分析部
１８と、分析部１８の各分析ユニットを洗浄する洗浄ユニットを有する洗浄部２０とを備
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えている。
【００１８】
　また、分析部１８の各分析ユニット及び洗浄部２０の各洗浄ユニットの駆動や制御を行
う分析制御部１９と、分析部１８における標準試料を含む混合液の測定により生成された
標準データを処理してキャリブレーションテーブルの作成や、被検試料を含む混合液の測
定により生成された被検データを処理して分析データの生成を行うデータ処理部７０とを
備えている。
【００１９】
　更に、データ処理部７０で作成されたキャリブレーションテーブルや、生成された分析
データを出力する出力部７５と、検査項目の分析条件の設定操作、被検試料を分析するた
めの被検体情報及び検査項目を含む検査情報の入力操作、各検査項目のキャリブレーショ
ンテーブルを作成するための標準試料測定操作、被検試料を分析して分析データを生成す
るための被検試料測定操作等を行う操作部８０と、外部の端末装置１２０からネットワー
ク１３０を介して検査情報を受信するインターフェース８１と、上述した各ユニットを統
括して制御するシステム制御部９０とを備えている。
【００２０】
　図２は、分析部１８の構成を示した斜視図である。この分析部１８は、標準試料や被検
試料等のサンプルを収容する試料容器１７と、サンプルを収容した試料容器１７を保持す
るディスクサンプラ５と、サンプルに含まれる各検査項目の成分に対して選択的に反応す
る第１試薬が収容された試薬容器６を保持するラック１１を有する第１試薬庫１と、第１
試薬と対をなす第２試薬が収容された試薬容器７を保持するラック２１を有する第２試薬
庫２とを備えている。そして、ディスクサンプラ５、第１試薬庫１のラック１１、及び第
２試薬庫２のラック２１は、一定の分析サイクル毎に夫々回動して分析制御部１９により
制御された位置に停止する。
【００２１】
　また、試料容器１７からサンプルを吸引してサンプルの分析に使用される反応容器３に
吐出する分注を行うサンプル分注プローブ１６と、サンプル分注プローブ１６にサンプル
の吸引及び吐出を行わせるサンプル分注ポンプ１６１と、第１試薬庫１の試薬容器６から
第１試薬を吸引して被検試料が吐出された反応容器３に吐出する分注を行う第１試薬分注
プローブ１４と、第２試薬庫２の試薬容器７から第２試薬を吸引して第１試薬が吐出され
た反応容器３に吐出する分注を行う第２試薬分注プローブ１５とを備えている。また、第
１試薬分注プローブ１４に第１試薬の吸引及び吐出を行わせる第１試薬分注ポンプ１４１
と、第２試薬分注プローブ１５に第２試薬の吸引及び吐出を行わせる第２試薬分注ポンプ
１５１と、サンプル分注プローブ１６、第１試薬分注プローブ１４、及び第２試薬分注プ
ローブ１５を回動及び上下移動可能に保持するサンプル分注アーム１０、第１試薬分注ア
ーム８、及び第２試薬分注アーム９とを備えている。
【００２２】
　そして、サンプル分注プローブ１６、第１試薬分注プローブ１４、及び第２試薬分注プ
ローブ１５の各分注プローブは、分析サイクル毎にサンプル分注アーム１０、第１試薬分
注アーム８、及び第２試薬分注アーム９の各分注アームの回動及び上下移動により、分析
制御部１９により制御された位置に夫々停止する。また、サンプル分注ポンプ１６１、第
１試薬ポンプ１４１、及び第２試薬ポンプ１５１は、分析サイクル毎に、夫々分析制御部
１９により制御された液量の吸引及び吐出動作を行う。
【００２３】
　更に、サンプル分注プローブ１６から吐出されたサンプル、及び第１及び第２試薬分注
プローブ１４，１５から吐出された第１及び第２試薬を収容する反応容器３と、円周上に
配置されたｎ個の反応容器３を保持する反応ディスク４と、反応容器３内に吐出されたサ
ンプル及び第１試薬の混合液を撹拌する第１撹拌ユニット１２１と、サンプル、第１試薬
、及び第２試薬の混合液を撹拌する第２撹拌ユニット１２２と、反応容器３に収容された
混合液等を測定する測光ユニット１３とを備えている。
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【００２４】
　そして、反応ディスク４は、分析サイクル毎に、例えば１回転に角度θ（θ＝３６０°
／ｎ）を加算した角度である回転角度θ１を回転した後に停止する。また、測光ユニット
１３は、回転移動している標準試料又は被検試料の分析に使用される反応容器３に光を照
射し、洗浄部２０により反応容器３内に供給されたブランク液を透過した光からその反応
容器３のブランクデータを生成した後、データ処理部７０に出力する。更に、測光ユニッ
ト１３は、回転移動しているブランクデータを生成した反応容器３に光を照射し、反応容
器３内の標準試料や被検試料を含む混合液を透過した光から標準データや被検データを生
成した後、データ処理部７０に出力する。なお、標準試料又は被検試料の分析に使用され
た反応容器３及び各分析プローブは、洗浄部２０で洗浄された後、再び使用される。
【００２５】
　図３は、分析部１８における反応容器３の停止位置を示した図である。反応容器３は、
分析サイクル毎に反応ディスク４による回転角度θ１の回転により回転移動した後、矢印
Ｒ１方向に移動したｎ箇所の各停止位置に停止する。停止位置には、洗浄部２０により反
応容器３の洗浄等が行われる位置である第１乃至第５洗浄位置Ｗ１，Ｗ２，Ｗ３，Ｗ４，
Ｗ５からなる洗浄位置Ｗ、サンプル分注プローブ１６によりサンプルが吐出される位置で
あるサンプル吐出位置Ｐａ、及び第１試薬分注プローブ１４により第１試薬が吐出される
位置である第１試薬吐出位置Ｐａ１がある。
【００２６】
　また、第１撹拌ユニット１２１によりサンプルと第１試薬の混合液が撹拌される位置で
ある第１撹拌位置Ｐａ２、第２試薬分注プローブ１５により第２試薬が吐出される位置で
ある第２試薬吐出位置Ｐｂ、第２撹拌ユニット１２２によりサンプル、第１試薬、及び第
２試薬の混合液が撹拌される位置である第２撹拌位置Ｐｂ１等がある。
【００２７】
　そして、標準試料測定操作又は被検試料測定操作が行われてから第１の分析サイクルに
おいて、分析の開始位置である第１洗浄位置Ｗ１に停止した反応容器３は、第２の分析サ
イクルでは第２洗浄位置Ｗ２に停止し、第３の分析サイクルでは第３洗浄位置Ｗ３に停止
する。また、第ａの分析サイクル（ｎ＞ａ＞５）ではサンプル吐出位置Ｐａに停止し、ま
た第（ａ＋１）の分析サイクルでは第１試薬吐出位置Ｐａ１に停止し、更に第（ａ＋２）
の分析サイクルでは第１撹拌位置Ｐａ２に停止する。更に、第ｂの分析サイクル{ｎ＞ｂ
＞（ａ＋２）}では第２試薬吐出位置Ｐｂに停止し、第（ｂ＋１）の分析サイクルでは第
２撹拌位置Ｐｂ１に停止する。更にまた、第（ｎ＋１）分析サイクルでは再び第１洗浄位
置Ｗ１に停止し、第（ｎ＋２）分析サイクルでは、分析の終了位置である第２洗浄位置Ｗ
２に停止する。
【００２８】
　図１の洗浄部２０は、分析部１８のサンプル分注プローブ１６の洗浄を行うサンプル分
注プローブ洗浄部３０と、第１試薬分注プローブ１４の洗浄を行う第１試薬分注プローブ
洗浄部４０と、第２試薬分注プローブ１５の洗浄を行う第２試薬分注プローブ洗浄部５０
と、反応容器３の洗浄等を行う反応容器洗浄部６０とを備えている。そして、外部の純水
装置１１０に貯留された例えば蒸留水やイオン交換水等の純水を第１の洗浄液として用い
、サンプル分注プローブ１６、第１試薬分注プローブ１４、第２試薬分注プローブ１５、
及び反応容器３を洗浄する。
【００２９】
　反応容器指定部６８は、操作部８０から被検試料測定操作が行われると、システム制御
部９０から供給される検査情報に基づいて、その検査情報に含まれる被検体情報の被検試
料を分析するために使用する反応容器３を指定し、指定した反応容器３の例えば容器ＩＤ
の情報、この反応容器３で分析する検査項目の情報、及び被検試料の位置情報等の検査情
報を分析制御部１９に出力する。そして、被検試料の分析中における分析部１８のすべて
の反応容器３の停止位置や、反応容器３に対する被検試料の分注、第１試薬の分注、第２
試薬の分注、混合液の測定等のタイミングを把握している。
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【００３０】
　また、分析部１８及びデータ処理部７０で被検試料の分析中に、操作部８０から入力さ
れ、又は外部の端末装置１２０からネットワーク１３０を介してインターフェース８１で
受信し、システム制御部９０から供給される検査情報に基づいて、分析部１８の図３に示
した第３洗浄位置Ｗ３からＲ１方向とは反対方向に位置する反応容器３の内、例えば第３
洗浄位置Ｗ３に最も近い第１又は第２洗浄位置Ｗ１，Ｗ２で洗浄された反応容器３を指定
し、指定した反応容器３の容器ＩＤの情報を含む検査情報を分析制御部１９に出力する。
【００３１】
　更に、被検試料の分析中に、分析部１８の洗浄位置Ｗに停止した反応容器３を、洗浄部
２０の反応容器洗浄部６０に行わせるか否かを判定し、その判定結果の情報を分析制御部
１９に出力する。
【００３２】
　分析制御部１９は、分析部１８の各分析ユニット及び洗浄部２０の各洗浄ユニットを駆
動する機構を備えた機構部１９１と、機構部１９１における分析部１８の各分析ユニット
及び洗浄部２０の各洗浄ユニットを駆動する機構を夫々制御する制御部１９２とを備えて
いる。そして、制御部１９２は、反応容器指定部６８から出力された検査情報に基づいて
、分析部１８における反応容器３の回転移動を制御する。また、反応容器指定部６８から
出力された判定結果の情報に基づいて、洗浄部２０の反応容器洗浄部６０を制御する。
【００３３】
　データ処理部７０は、分析部１８の測光ユニット１３から出力された標準データや被検
データからキャリブレーションテーブルを作成したり分析データを生成する演算部７１と
、測光ユニット１３から出力されたブランクデータ、演算部７１で作成されたキャリブレ
ーションテーブルや生成された分析データなどを保存するデータ記憶部７２とを備えてい
る。
【００３４】
　演算部７１は、測光ユニット１３から出力された標準試料や被検試料の分析に使用され
る各反応容器３のブランクデータをデータ記憶部７２に保存する。
【００３５】
　また、測光ユニット１３から出力された標準データの生成に用いられた反応容器３のブ
ランクデータをデータ記憶部７２から読み出す。次いで、読み出したブランクデータを用
いてその標準データを補正し、補正した標準データに基づいてキャリブレーションテーブ
ルを作成する。そして、検査項目毎に作成したキャリブレーションテーブルを出力部７５
に出力すると共にデータ記憶部７２に保存する。
【００３６】
　更に、測光ユニット１３から出力された被検データの生成に使用された反応容器３のブ
ランクデータ、及びその被検データの検査項目のキャリブレーションテーブルをデータ記
憶部７２から読み出す。次いで、読み出したブランクデータを用いてその被検データを補
正し、読み出したキャリブレーションテーブルを用いて補正した被検データから分析デー
タを生成する。そして、生成した分析データを出力部７５に出力すると共にデータ記憶部
７２に保存する。
【００３７】
　データ記憶部７２は、ハードディスクなどを備え、測光ユニット１３から出力された各
反応容器３のブランクデータを、その反応容器３のブランクデータが測光ユニット１３か
ら新たに出力されるまで保存する。また、演算部７１から出力されたキャリブレーション
テーブルや分析データなどを被検試料毎に保存する。
【００３８】
　出力部７５は、データ処理部７０の演算部７１から出力されたキャリブレーションテー
ブルや分析データなどを印刷出力する印刷部７６及び表示出力する表示部７７を備えてい
る。
【００３９】
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　印刷部７６は、プリンタなどを備え、データ処理部７０の演算部７１から出力されたキ
ャリブレーションテーブルや分析データなどを予め設定されたフォーマットに従って、プ
リンタ用紙に印刷出力する。
【００４０】
　表示部７７は、ＣＲＴや液晶パネルなどのモニタを備え、データ処理部７０の演算部７
１から出力されたキャリブレーションテーブルや分析データを表示する。また、検査項目
毎の分析条件を設定するための分析条件設定画面、分析部１８の各分注プローブを洗浄部
２０で洗浄する回数を設定するための洗浄回数設定画面、被検体情報を入力するための被
検体情報設定画面、被検試料毎に検査項目を入力するための検査項目設定画面等を表示す
る。
【００４１】
　操作部８０は、キーボード、マウス、ボタン、タッチキーパネルなどの入力デバイスを
備え、検査項目の分析条件の設定、被検試料を分析するための検査情報の入力操作、各検
査項目のキャリブレーションテーブルを作成するための標準試料測定操作、被検試料を分
析して分析データを生成するための被検試料測定操作を行う。
【００４２】
　また、標準試料測定操作又は被検試料測定操作が行われてから、分析部１８で各分注プ
ローブによる分注が開始される前までの分析サイクルの間に、その間の分析サイクルの数
よりも少ない回数の洗浄を各分注プローブに行うための設定が可能な洗浄回数設定操作な
ど様々な操作を行う。
　インターフェース８１は、外部に設けられた端末装置１２０から送信される検査情報を
、ネットワーク１３０を介して受信し、システム制御部９０に出力する。また、データ記
憶部７２に保存されている分析データなどを、ネットワーク１３０を介して端末装置１２
０に出力する。
【００４３】
　なお、端末装置１２０は、表示部や操作部を備えている。そして、例えば診察室などに
配置され、検査室に配置された自動分析装置１００で被検試料を分析するための検査情報
の入力操作や入力された検査情報の送信操作を行うことができる。
【００４４】
　システム制御部９０は、図示しないＣＰＵ及び記憶回路９１を備え、操作部８０から供
給されるコマンド信号、検査項目の分析条件、検査情報等を記憶回路９１に保存した後、
これらの入力情報に基づいてシステム全体の制御を行う。
【００４５】
　次に、図２乃至図８を参照して、洗浄部２０のサンプル分注プローブ洗浄部３０、第１
試薬分注プローブ洗浄部４０、第２試薬分注プローブ洗浄部５０、及び反応容器洗浄部６
０の構成と、分析制御部１９の構成とを説明する。図４は、サンプル分注プローブ洗浄部
３０の構成を示す図である。図５は、サンプル分注プローブ洗浄部３０の洗浄を説明する
ための図である。図６は、第１試薬分注プローブ洗浄部４０の構成を示す図である。図７
は、第２試薬分注プローブ洗浄部５０の構成を示す図である。図８は、反応容器洗浄部６
０の構成を示す図である。
【００４６】
　図４において、サンプル分注プローブ洗浄部３０は、サンプル分注プローブ１６の洗浄
が行われる洗浄槽３１と、サンプル分注プローブ１６のサンプルと接触する外面を洗浄す
る第１の洗浄液を供給する外面洗浄ポンプ３２と、サンプル分注プローブ１６のサンプル
と接触する内面を洗浄する第１の洗浄液を供給する内面洗浄ポンプ３３とにより構成され
る。
【００４７】
　そして、外面洗浄ポンプ３２及び内面洗浄ポンプ３３は、洗浄槽３１内に移動したサン
プル分注プローブ１６に対して、操作部８０から標準試料測定操作又は被検試料測定操作
が行われてから、サンプルの分注が開始される前までの分析サイクルの間、洗浄回数設定
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画面で設定されたその間の分析サイクルの数よりも少ない回数の洗浄を行う。また、分析
部１８のディスクサンプラ５に保持された試料容器１７から反応容器３へのサンプルの分
注終了毎に洗浄を行う。
【００４８】
　外面洗浄ポンプ３２は、図５（ａ）に示すように、所定の外面洗浄量の純水を純水装置
１１０から吸引し、吸引した量の純水を第１の洗浄液として洗浄槽３１に設けられた吐出
口３１１からサンプル分注プローブ１６の外面に向けて吐出する。この吐出する第１の洗
浄液によりサンプル分注プローブ１６の外面を洗浄する。
【００４９】
　内面洗浄ポンプ３３は、図５（ｂ）に示すように、所定の内面洗浄量の純水を純水装置
１１０から吸引し、吸引した量の純水を第１の洗浄液として分析部１８のサンプル分注ポ
ンプ１６１及びサンプル分注プローブ１６内を通過させて洗浄槽３１内に吐出する。この
通過する第１の洗浄液によりサンプル分注プローブ１６の内面を洗浄する。
【００５０】
　図６は、第１試薬分注プローブ洗浄部４０の構成を示した図である。この第１試薬分注
プローブ洗浄部４０は、第１試薬分注プローブ１４の洗浄が行われる洗浄槽４１と、第１
試薬分注プローブ１４の第１試薬と接触する外面を洗浄する第１の洗浄液を供給する外面
洗浄ポンプ４２と、第１試薬分注プローブ１４の第１試薬と接触する内面を洗浄する第１
の洗浄液を供給する内面洗浄ポンプ４３とにより構成される。
【００５１】
　そして、外面洗浄ポンプ４２及び内面洗浄ポンプ４３は、洗浄槽４１内に移動した第１
試薬分注プローブ１４に対して、操作部８０から標準試料測定操作又は被検試料測定操作
が行われてから、第１試薬の分注が開始される前までの分析サイクルの間、洗浄回数設定
画面で設定されたその間の分析サイクルの数よりも少ない回数の洗浄を行う。また、分析
部１８の第１試薬庫１内の試薬容器６から反応容器３への第１試薬の分注終了毎に洗浄を
行う。
【００５２】
　外面洗浄ポンプ４２は、所定の外面洗浄量の純水を純水装置１１０から吸引し、吸引し
た量の純水を第１の洗浄液として洗浄槽４１に設けられた吐出口４１１から第１試薬分注
プローブ１４の外面に向けて吐出する。この吐出する第１の洗浄液により第１試薬分注プ
ローブ１４の外面を洗浄する。
【００５３】
　内面洗浄ポンプ４３は、所定の内面洗浄量の純水を純水装置１１０から吸引し、吸引し
た量の純水を第１の洗浄液として分析部１８の第１試薬分注ポンプ１４１及び第１試薬分
注プローブ１４内を通過させて洗浄槽４１内に吐出する。この通過する洗浄水により第１
試薬分注プローブ１４の内面を洗浄する。
【００５４】
　図７は、第２試薬分注プローブ洗浄部５０の構成を示した図である。この第２試薬分注
プローブ洗浄部５０は、第２試薬分注プローブ１５の洗浄が行われる吐出口５１１を有す
る洗浄槽５１と、第２試薬分注プローブ１５の第２試薬と接触する外面を洗浄する第１の
洗浄液を供給する外面洗浄ポンプ５２と、第２試薬分注プローブ１５の第２試薬と接触す
る内面を洗浄する第１の洗浄液を供給する内面洗浄ポンプ５３とにより構成される。
【００５５】
　そして、外面洗浄ポンプ５２及び内面洗浄ポンプ５３は、洗浄槽５１内に移動した第２
試薬分注プローブ１５に対して、操作部８０から標準試料測定操作又は被検試料測定操作
が行われてから、第２試薬の分注が開始される前までの分析サイクルの間、洗浄回数設定
画面で設定されたその間の分析サイクルの数よりも少ない回数の洗浄を行う。また、分析
部１８の第２試薬庫２内の試薬容器７から反応容器３への第２試薬の分注終了毎に洗浄を
行う。なお、外面洗浄ポンプ５２及び内面洗浄ポンプ５３は、第１試薬分注プローブ洗浄
部４０の外面洗浄ポンプ４２及び内面洗浄ポンプ４３と同様に動作するので説明を省略す
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る。
【００５６】
　図８は、反応容器洗浄部６０の構成を示した図である。この反応容器洗浄部６０は、分
析サイクル毎に、分析部１８の洗浄位置Ｗに停止した反応容器３内に第１の洗浄液等の吐
出や吸引を行う洗浄ノズルユニット６１と、この洗浄ノズルユニット６１に接続されたチ
ューブを介して第１の洗浄液等の供給や排液を行う洗浄ポンプユニット６２を備えている
。
【００５７】
　洗浄ノズルユニット６１は、第２の洗浄液を用いて反応容器３の洗浄を行う第１のノズ
ル６１１と、第１の洗浄液を用いて反応容器３の洗浄を行う第２のノズル６１２と、ブラ
ンク液を反応容器３に供給する第３のノズル６１３と、この第３のノズル６１３から供給
されたブランク液を反応容器３から排液する第４のノズル６１４と、反応容器３内の乾燥
を行う第５のノズル６１５とを備えている。
【００５８】
　そして、分析部１８の反応ディスク４が回転しているときに洗浄位置Ｗの反応容器３の
上方に位置する上停止位置に保持され、反応ディスク４が停止したときに下に移動する。
下に移動した後、洗浄位置Ｗの第１乃至第５のノズル６１１，６１２，６１３，６１４，
６１５の位置に対応する第１乃至第５洗浄位置Ｗ１，Ｗ２，Ｗ３，Ｗ４，Ｗ５に停止した
５個の反応容器３に対して、第２の洗浄液による洗浄、第１の洗浄液による洗浄、ブラン
ク液の供給、ブランク液の排液、及び乾燥からなる反応容器洗浄を行った後、上に移動す
る。
【００５９】
　第１のノズル６１１は、第１洗浄位置Ｗ１に停止した反応容器３内に洗浄ポンプユニッ
ト６２から供給される第２の洗浄液を吐出する吐出ノズル、及び反応容器３内に吐出した
第２の洗浄液や反応容器３内に収容された測定後の混合液を吸引する吸引ノズルにより構
成される。そして、洗浄ポンプユニット６２より行われる吸引、吐出、及び吸引からなる
一連の洗浄動作により、標準試料又は被検試料の分析に使用する反応容器３や測定後の混
合液を収容した反応容器３を洗浄する。
【００６０】
　第２のノズル６１２は、第２洗浄位置Ｗ２に停止した反応容器３内に洗浄ポンプユニッ
ト６２から供給される第１の洗浄液を吐出する吐出ノズル、及び反応容器３内に吐出され
た第１の洗浄液を吸引する吸引ノズルにより構成される。そして、洗浄ポンプユニット６
２より行われる吸引、吐出、及び吸引からなる一連の洗浄動作により、第１のノズル６１
１で洗浄された反応容器３を更に洗浄する。
【００６１】
　第３のノズル６１３は、第３洗浄位置Ｗ３に停止した反応容器３内に洗浄ポンプユニッ
ト６２から供給されるブランク液を吐出する吐出ノズル、及び反応容器３内に吐出したブ
ランク液の一部を吸引する吸引ノズルにより構成される。そして、洗浄ポンプユニット６
２より行われる吸引、吐出、及び吸引からなる一連の供給動作により、第２のノズル６１
２で洗浄された反応容器３内にブランク液を供給する。なお、ブランク液を収容した反応
容器３は、第４洗浄位置Ｗ４への回転移動中に、分析部１８の測光ユニット１３により測
定される。
【００６２】
　第４のノズル６１４は、第４洗浄位置Ｗ４に停止した反応容器３内の第３のノズル６１
３により供給されるブランク液を吸引する吸引ノズルにより構成される。そして、洗浄ポ
ンプユニット６２より行われる２回の吸引からなる排液動作により、測光ユニット１３に
より測定された後のブランク液を反応容器３から排液する。
【００６３】
　第５のノズル６１５は、第５洗浄位置Ｗ５に停止した反応容器３内を乾燥する吸引ノズ
ルにより構成される。そして、洗浄ポンプユニット６２より行われる２回の吸引からなる
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乾燥動作により、第４のノズル６１４により吸引された後の反応容器３内を乾燥する。
【００６４】
　洗浄ポンプユニット６２は、分析部１８の下側に配置され、第１乃至第３のノズル６１
１，６１２，６１３の各吐出ノズルにチューブを介して接続された供給ポンプユニット６
３と、第１乃至第５のノズル６１１，６１２，６１３，６１４，６１５の各吸引ノズルに
チューブを介して接続された排液ポンプユニット６４と、第２の洗浄液の濃縮液を収容す
る洗剤ボトル６５とを備えている。
【００６５】
　また、第１のノズル６１１から吸引された混合液や第２の洗浄液を貯留する排液ポンプ
ユニット６４にチューブを介して接続された第１排液タンク６６と、第２乃至第５のノズ
ル６１２，６１３，６１４，６１５から吸引された第１の洗浄液やブランク液を貯留する
排液ポンプユニット６４にチューブを介して接続された第２排液タンク６７とを備えてい
る。
【００６６】
　供給ポンプユニット６３は、三方弁６３１及び第１分岐管６３２を介して洗剤ボトル６
５から第２の洗浄液の濃縮液を吸引する洗剤ポンプ６３３と、第２分岐管６３４を介して
洗剤ポンプ６３３で吸引された第２の洗浄液の濃縮液を希釈して第２の洗浄液を生成する
と共に、生成した第２の洗浄液、第１の洗浄液、及びブランク液を第１乃至第３のノズル
６１１，６１２，６１３に供給する供給ポンプ６３５とを備えている。
【００６７】
　三方弁６３１は、例えば第１乃至第３端部を有する三方電磁弁であり、洗剤ポンプ６３
３により洗剤ボトル６５から第２の洗浄液の濃縮液が吸引されるときには、洗剤ボトル６
５に接続された第１端部及び第１分岐管６３２に接続された第２端部を開放し、第１のノ
ズル６１１の吐出ノズルに接続された第３端部を閉じている。また、供給ポンプ６３５に
より供給動作が行われるときには、第２及び第３端部を開放し、第１端部を閉じている。
【００６８】
　第１分岐管６３２は、三方弁６３１の第２端部、洗剤ポンプ６３３、及び第２分岐管６
３４に接続され、その内部に各間の流通が可能なように流路が形成されている。
【００６９】
　洗剤ポンプ６３３は、洗剤ボトル６５内の第２の洗浄液の濃縮液を三方弁６３１の第２
端部と第１分岐管６３２の間まで吸引する。
【００７０】
　第２分岐管６３４は、供給ポンプ６３５に接続された一端部、及び三方に分岐された第
１乃至第３分岐端部からなる他端部を有する。そして、第１分岐端部が第１分岐管６３２
に接続され、また第２分岐端部が第２のノズル６１２の吐出ノズルに接続され、更に第３
分岐端部が第３のノズル６１３の吐出ノズルに接続されている。
【００７１】
　供給ポンプ６３５は、純水装置１１０から純水を吸引し、吸引した純水を第２分岐管６
３４を介して第１乃至第３のノズル６１１，６１２，６１３に供給する。そして、吸引し
た純水の内、第２分岐管６３４の第１分岐端部で分岐された純水を希釈液として、第１分
岐管６３２、及び第２及び第３端部を開放した三方弁６３１を介して、洗剤ポンプ６３３
により吸引された第１の洗浄液の濃縮液と共に第１のノズル６１１に供給する。この供給
により、濃縮液が希釈液により希釈された第２の洗浄液を生成し、生成した第２の洗浄液
が第１のノズル６１１の吐出ノズルから吐出される。
【００７２】
　また、吸引した純水の内、第２分岐管６３４の第２分岐端部で分岐された純水を第１の
洗浄液として、第２のノズル６１２に供給する。この供給により、第１の洗浄液が第２の
ノズル６１２の吐出ノズルから吐出される。
【００７３】
　更に、吸引した純水の内、第２分岐管６３４の第３分岐端部で分岐された純水をブラン
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ク液として、第３のノズル６１３に供給する。この供給により、ブランク液が第３のノズ
ル６１３の吐出ノズルから吐出される。
【００７４】
　排液ポンプユニット６４は、洗浄位置Ｗにおける反応容器３内の第２の洗浄液や測定後
の混合液を第１のノズル６１１から吸引して第１排液タンク６６内に排出する第１排液ポ
ンプ６４１と、第３分岐管６４２を介して第２乃至第５のノズル６１２，６１３，６１４
，６１５から第１の洗浄液及びブランク液を吸引して第２排液タンク６７に排出する第２
排液ポンプ６４３とを備えている。
【００７５】
　第１排液ポンプ６４１は、一端部が第１のノズル６１１の吸引ノズルに接続され、他端
部が第１排液タンク６６に接続されている。そして、第１洗浄位置Ｗ１に停止した反応容
器３内の第２の洗浄液や測定後の混合液を第１のノズル６１１の吸引ノズルから吸引して
第１排液タンク６６内に排出する。
【００７６】
　第３分岐管６４２は、第２乃至第５のノズル６１２，６１３，６１４，６１５の各吸引
ノズル、及び第２排液ポンプ６４３の一端部に接続され、その内部に各間の流通が可能な
ように流路が形成されている。
【００７７】
　第２排液ポンプ６４３は、他端部が第２排液タンク６７に接続されている。そして、第
２洗浄位置Ｗ２に停止した反応容器３内の第１の洗浄液、第３洗浄位置Ｗ３に停止した反
応容器３内のブランク液の一部、第４洗浄位置Ｗ４に停止した反応容器３内のブランク液
、及び第５洗浄位置Ｗ５に停止した反応容器３内を、第２乃至第５のノズル６１２，６１
３，６１４，６１５の各吸引ノズルから第３分岐管６４２を介して吸引し、第２排液タン
ク６７内に排出する。
【００７８】
　次に、分析制御部１９の機構部１９１及び制御部１９２の構成を説明する。  
　機構部１９１は、分析部１８の第１試薬庫１のラック１１、第２試薬庫２のラック２１
、及びディスクサンプラ５を夫々回動する機構、反応ディスク４を回転する機構、サンプ
ル分注アーム１０、第１試薬分注アーム８、第２試薬分注アーム９、第１撹拌ユニット１
２１、及び第２撹拌ユニット１２２を夫々回動及び上下移動する機構を備えている。また
、サンプル分注ポンプ１６１、第１試薬分注ポンプ１４１、及び第２試薬分注ポンプ１５
１を夫々駆動する機構、第１及び第２撹拌ユニット１２１，１２２の撹拌子を夫々撹拌駆
動する機構等を備えている。
【００７９】
　また、洗浄部２０のサンプル分注プローブ洗浄部３０における外面洗浄ポンプ３２及び
内面洗浄ポンプ３３を夫々駆動する機構、第１試薬分注プローブ洗浄部４０における外面
洗浄ポンプ４２及び内面洗浄ポンプ４３を夫々駆動する機構、及び第２試薬分注プローブ
洗浄部５０における外面洗浄ポンプ５２及び内面洗浄ポンプ５３を夫々駆動する機構を備
えている。
【００８０】
　更に、洗浄部２０の反応容器洗浄部６０における洗浄ノズルユニットを上下移動する機
構、供給ポンプユニット６３の三方弁６３１、洗剤ポンプ６３３、及び供給ポンプ６３５
を夫々駆動する機構、及び排液ポンプユニット６４の第１排液ポンプ６４１及び第２排液
ポンプ６４３を夫々駆動する機構を備えている。
【００８１】
　制御部１９２は、機構部１９１の分析部１８における第１試薬庫１のラック１１、第２
試薬庫２のラック２１、ディスクサンプラ５、反応ディスク４、サンプル分注アーム１０
、第１試薬分注アーム８、第２試薬分注アーム９、第１撹拌ユニット１２１、及び第２撹
拌ユニット１２２を駆動する機構を夫々制御する制御回路を備えている。
【００８２】
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　また、洗浄部２０における洗浄ノズルユニット６１、外面洗浄ポンプ３２，４２，５２
、内面洗浄ポンプ３３，４３，５３、三方弁６３１、洗剤ポンプ６３３、供給ポンプ６３
５、第１排液ポンプ６４１、及び第２排液ポンプ６４３を駆動する機構を夫々制御する制
御回路を備えている。
【００８３】
　以下、図１乃至図１１を参照して、自動分析装置１００の動作の一例を説明する。図９
は、表示部７７に表示される洗浄回数設定画面の一例を示す図である。図１０は、表示部
７７に表示される検査項目設定画面の一例を示す図である。図１１は、自動分析装置１０
０の動作を示すフローチャートである。
【００８４】
　操作部８０からの標準試料測定操作により、データ処理部７０のデータ記憶部７２には
各検査項目のキャリブレーションテーブルが保存されている。そして、操作部８０から洗
浄回数設定操作を行うことにより、表示部７７に洗浄回数が設定された洗浄回数設定画面
が表示される。
【００８５】
　図９は、表示部７７に表示される洗浄回数設定画面の一例を示した図である。この洗浄
回数設定画面７８は、サンプル分注プローブ１６の洗浄回数を設定するための「サンプル
分注プローブ洗浄」の欄と、第１試薬分注プローブ１４の洗浄回数を設定するための「第
１試薬分注プローブ洗浄」の欄と、第２試薬分注プローブ１５の洗浄回数を設定するため
の「第２試薬分注プローブ洗浄」の欄とにより構成される。
【００８６】
　「サンプル分注プローブ洗浄」の欄にはサンプル分注プローブ１６の洗浄回数が、標準
試料測定操作又は被検試料測定操作が行われてから、サンプル分注プローブ１６による分
注が開始される前までの分析サイクルの間に、その間の分析サイクルの数よりも少ない回
数である０から（ａ－２）までの範囲で入力可能なダイアログボックス７８１が表示され
ている。
【００８７】
　そして、サンプル分注プローブ１６の外面及び内面に付着したサンプルを十分に洗い落
とすことができる最低の回数である例えば３を入力する洗浄回数設定操作が操作部８０か
ら行われると、ダイアログボックス７８１内に「３」が表示されると共に、システム制御
部９０の記憶回路９１に入力された「３」の入力情報が保存される。
【００８８】
　「第１試薬分注プローブ」の欄には第１試薬分注プローブ１４の洗浄回数が、標準試料
測定操作又は被検試料測定操作が行われてから、第１試薬分注プローブ１４による分注が
開始される前までの分析サイクルの間に、その間の分析サイクルの数よりも少ない回数で
ある０から（ａ－１）までの範囲で入力可能なダイアログボックス７８２が表示されてい
る。
【００８９】
　そして、第１試薬分注プローブ１４の外面及び内面に付着した第１試薬を十分に洗い落
とすことができる最低の回数である例えば４を入力する洗浄回数設定操作が操作部８０か
ら行われると、ダイアログボックス７８２内に「４」が表示されると共に、システム制御
部９０の記憶回路９１に入力された「４」の入力情報が保存される。
【００９０】
　「第２試薬分注プローブ」の欄には第２試薬分注プローブ１５の洗浄回数が、標準試料
測定操作又は被検試料測定操作が行われてから、第２試薬分注プローブ１５による分注が
開始される前までの分析サイクルの間に、その間の分析サイクルの数よりも少ない回数で
ある０から（ｂ－２）までの範囲で入力可能なダイアログボックス７８３が表示されてい
る。
【００９１】
　そして、第２試薬分注プローブ１５の外面及び内面に付着した第２試薬を十分に洗い落
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とすことができる最低の回数である例えば４を入力する洗浄回数設定操作が操作部８０か
ら行われると、ダイアログボックス７８３内に「４」が表示されると共に、システム制御
部９０の記憶回路９１に入力された「４」の入力情報が保存される。
【００９２】
　次に、操作部８０からの検査項目の入力操作により、表示部７７に検査項目設定画面が
表示される。
【００９３】
　図１０は、表示部７７に表示される検査項目設定画面の一例を示した図である。この検
査項目設定画面７９は、被検体情報設定画面で入力された被検体情報である例えばＩＤを
表示する「ＩＤ」の欄と、分析条件設定画面で設定された検査項目の名称を略称で表示す
る「項目」の欄と、「ＩＤ」の欄に表示されたＩＤ毎に「項目」の欄に表示された略称の
検査項目の入力が可能な検査項目設定エリア７９１とにより構成される。
【００９４】
　「ＩＤ」の欄には予め被検体情報設定画面で入力されたＩＤである例えば「１」及び「
２」が表示され、「項目」の欄には分析条件設定画面で設定された検査項目の略称である
「ＧＯＴ」、「ＧＰＴ」、「Ｃａ」等が表示されている。
【００９５】
　検査項目設定エリア７９１には、「ＩＤ」の欄のＩＤ毎に「項目」の欄の検査項目が入
力された位置に「○」が表示され、設定されていない位置に「・」が表示される。そして
、例えば操作部８０から「ＩＤ」の欄の「１」に対して「項目」の欄の「ＧＯＴ」が設定
されると、検査項目設定エリア７９１の「ＩＤ」の欄の「１」及び「項目」の欄の「ＧＯ
Ｔ」に対応する位置である１テストに「○」が表示される。また、「ＩＤ」の欄の「２」
に対して「項目」の欄の「ＧＰＴ」が設定されると、検査項目設定エリア７９１の「ＩＤ
」の欄の「２」及び「項目」の欄の「ＧＰＴ」に対応する位置である２テストに「○」が
表示される。
【００９６】
　被検体情報設定画面で入力されたＩＤ等の被検体情報、及びこの被検体情報に対応する
検査項目設定画面７９で入力された検査項目の情報を含む検査情報がシステム制御部９０
の記憶回路９１に保存される。そして、記憶回路９１に保存された検査情報に基づいて被
検体情報に対応する被検試料毎にその被検体情報に対応する検査項目の分析が行われ、「
ＩＤ」の欄に表示された最上段の「１」に対応する「項目」の欄の左側に表示された１テ
ストの検査項目である「ＧＯＴ」から順に分析されることになる。
【００９７】
　図１１は、自動分析装置１００の動作を示したフローチャートである。図１０の検査項
目設定画面７９に表示されたＩＤである「１」及び「２」に対応する被検試料を収容した
試料容器１７が、分析部１８のディスクサンプラ５に配置される。そして、操作部８０か
ら被検試料測定開始操作が行われると、自動分析装置１００は被検試料を分析する動作を
開始する（ステップＳ１）。
【００９８】
　システム制御部９０は記憶回路９１に保存した洗浄回数及び検査情報に基づいて、分析
制御部１９、反応容器指定部６８、データ処理部７０、及び出力部７５に、サンプル分注
プローブ１６、第１試薬分注プローブ１４、及び第２試薬分注プローブ１５の洗浄と、被
検試料の分析とを指示する。なお、ステップＳ１の後に、操作部８０からの検査情報の入
力操作、又は端末装置１２０からの検査情報の送信操作が行われると、被検試料測定開始
操作の後に記憶回路９１に保存した検査情報に基づいて、被検試料を分析中の各ユニット
に対して更に被検試料の分析を指示する。
【００９９】
　分析制御部１９の制御部１９２は、反応容器指定部６８から出力される検査情報に基づ
いて、機構部１９１を制御して分析部１８の各分析ユニット及び洗浄部２０の各洗浄ユニ
ットを作動させる。また、ｎ個の反応容器３の中から被検試料の分析に使用する反応容器
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３、即ち図１０の検査項目設定画面７９で入力された１テストに対応する反応容器３（１
番目の反応容器３）と、この反応容器３の図３に示したＲ１方向とは反対方向の隣り合う
２テストに対応する反応容器３（２番目の反応容器３）を指定する。更に、指定した各反
応容器３の回転移動に基づいて、サンプル分注プローブ１６、第１試薬分注プローブ１４
、及び第２試薬分注プローブ１５の洗浄を制御する。
【０１００】
　まず、第１乃至第ｎの分析サイクルにおいて反応容器洗浄部６０で行われる反応容器３
の反応容器洗浄の動作を、図３を参照して説明する。
【０１０１】
　第１の分析サイクルにおいて、分析部１８の反応ディスク４は、ｎ個の反応容器３を回
転移動し、第１洗浄位置Ｗ１に１番目の反応容器３を停止させる。反応容器洗浄部６０の
洗浄ノズルユニット６１は下に移動する。そして、洗浄ポンプユニット６２より行われる
一連の動作により、洗浄位置Ｗに停止した５個の反応容器３に対して、第２の洗浄液によ
る洗浄、第１の洗浄液による洗浄、ブランク液の供給、ブラン液の排液、及び乾燥による
反応容器洗浄を行った後、上に移動する（ステップＳ２）。
【０１０２】
　第２乃至５の分析サイクルにおいて、反応ディスク４は、反応容器３を角度θ１回転移
動した後、停止させる。洗浄ノズルユニット６１は下に移動し、洗浄位置Ｗに停止した反
応容器３に対して反応容器洗浄を行った後、上に移動する（ステップＳ４）。
【０１０３】
　第ｍの分析サイクル（ｍ＝６）において、反応ディスク４は、ｎ個の反応容器３を角度
θ１回転移動した後、停止させる。反応容器指定部６８は、洗浄位置Ｗに停止した反応容
器３の中に指定した反応容器３が含まれているか否かを判定する。
【０１０４】
　そして、指定した反応容器３が含まれている場合（ステップＳ４のはい）、洗浄ノズル
ユニット６１は下に移動し、洗浄ポンプユニット６２の供給及び排液動作により洗浄位置
Ｗに停止した反応容器３への反応容器洗浄を行った後、上に移動する（ステップＳ５）。
【０１０５】
　また、洗浄位置Ｗに停止した反応容器３の中に指定した反応容器３が含まれていない場
合（ステップＳ４のいいえ）、洗浄ノズルユニット６１は上停止位置を保持し、洗浄ポン
プユニット６２の動作停止により洗浄位置Ｗに停止した反応容器３への反応容器洗浄を停
止する（ステップＳ６）。
【０１０６】
　ステップＳ５又はステップＳ６の後に、ｍが（ｎ＋１）である場合（ステップＳ７のは
い）、ステップＳ８に移行する。また、ｍが（ｎ＋１）未満である場合（ステップＳ７の
いいえ）、ステップＳ４に戻る。
【０１０７】
　このように、第ｍ乃至第ｎの分析サイクルにおいて、洗浄位置Ｗに停止した反応容器３
の中に指定した反応容器３が含まれていない場合に洗浄位置Ｗに停止した反応容器３に対
して反応容器洗浄を停止させることにより、洗浄液及びブランク液の消費量を低減するこ
とができる。また、反応容器洗浄部６０の各洗浄ユニットの洗浄動作を停止させることに
より、各洗浄ユニット及びこの洗浄ユニットを駆動する機構の長寿命化を図ることができ
る。
【０１０８】
　ここで、第２乃至第ｎの分析サイクルにおける、反応容器洗浄部６０の洗浄動作、分析
部１８の各分析ユニットの動作、データ処理部７０及び出力部７５の動作、被検試料の分
注終了後毎の洗浄動作、及び第１及び第２試薬の分注終了後毎の洗浄動作について説明す
る。
【０１０９】
　第２乃至第６の分析サイクルにおいて、１番目又は２番目の反応容器３の少なくとも一
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方の反応容器３が洗浄位置Ｗに停止し、洗浄位置Ｗに停止した反応容器３に対してステッ
プＳ５が実行される。また、第７乃至第ｎの分析サイクルでは、ステップＳ６が実行され
る。
【０１１０】
　また、第４及び第５の分析サイクルにおいて、測光ユニット１３は、反応ディスク４の
回転中に第３及び第４の分析サイクルで１番目及び２番目の反応容器３に供給されたブラ
ンク液を測定し、１番目及び２番目の反応容器３のブランクデータを生成してデータ処理
部７０の演算部７１に出力する。演算部７１は、測光ユニット１３から出力された１番目
及び２番目の反応容器３のブランクデータをデータ記憶部７２に保存する。
【０１１１】
　なお、被検試料測定開始操作の後に操作部８０からの検査情報入力操作又は端末装置１
２０で検査情報の送信操作が行われた場合、第７の分析サイクル以降において、洗浄位置
Ｗに指定した反応容器３が含まれるタイミングで、ステップＳ５が実行される。
【０１１２】
　第ａの分析サイクルにおいて、１番目の反応容器３は、サンプル吐出位置Ｐａに停止す
る。サンプル分注プローブ１６は、ディスクサンプラ５のＩＤである「１」に対応する試
料容器１７から被検試料を吸引して１番目の反応容器３に吐出する。その被検試料の分注
終了後に、サンプル分注プローブ洗浄部３０は、サンプル分注プローブ１６を洗浄する。
【０１１３】
　第（ａ＋１）の分析サイクルにおいて、１番目の反応容器３は第１試薬吐出位置Ｐａ１
に停止し、２番目の反応容器３はサンプル吐出位置Ｐａに停止する。そして、第１試薬分
注プローブ１４は、第１試薬庫１の「ＧＯＴ」に対応する試薬容器６から第１試薬を吸引
して１番目の反応容器３に吐出した後、第１試薬分注プローブ洗浄部４０により洗浄され
る。サンプル分注プローブ１６は、ディスクサンプラ５のＩＤである「２」に対応する試
料容器１７から被検試料を吸引して２番目の反応容器３に吐出した後、サンプル分注プロ
ーブ洗浄部３０により洗浄される。
【０１１４】
　第（ａ＋２）の分析サイクルにおいて、１番目の反応容器３は第１撹拌位置Ｐａ２に停
止し、２番目の反応容器３は第１試薬吐出位置Ｐａ１に停止する。そして、第１撹拌ユニ
ット１２１は１番目の反応容器３内の被検試料及び第１試薬を撹拌する。第１試薬分注プ
ローブ１４は、第１試薬庫１の「ＧＰＴ」に対応する試薬容器６から第１試薬を吸引し、
２番目の反応容器３に吐出した後、第１試薬分注プローブ洗浄部４０により洗浄される。
【０１１５】
　第（ａ＋３）の分析サイクルにおいて、２番目の反応容器３は第１撹拌位置Ｐａ２に停
止する。第１撹拌ユニット１２１は、２番目の反応容器３内の被検試料及び第１試薬を撹
拌する。
【０１１６】
　第ｂの分析サイクルにおいて、１番目の反応容器３は第２試薬吐出位置Ｐｂに停止する
。第２試薬分注プローブ１５は、第２試薬庫２の「ＧＯＴ」に対応する試薬容器７から第
２試薬を吸引して１番目の反応容器３に吐出した後、第２試薬分注プローブ洗浄部５０に
より洗浄される。
【０１１７】
　第（ｂ＋１）の分析サイクルにおいて、１番目の反応容器３は第２撹拌位置Ｐｂ１に停
止し、２番目の反応容器３は第２試薬吐出位置Ｐｂに停止する。第２撹拌ユニット１２２
は、１番目の反応容器３内の被検試料、第１試薬、及び第２試薬の混合液を撹拌する。第
２試薬分注プローブ１５は、第２試薬庫２の「ＧＰＴ」に対応する試薬容器７から第２試
薬を吸引して２番目の反応容器３に吐出した後、第２試薬分注プローブ洗浄部５０により
洗浄される。
【０１１８】
　第（ｂ＋２）の分析サイクルにおいて、２番目の反応容器３は第２撹拌位置Ｐｂ１に停
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止する。第２撹拌ユニット１２２は、２番目の反応容器３内の被検試料、第１試薬、及び
第２試薬の混合液を撹拌する。
【０１１９】
　第（ｂ＋３）の分析サイクル以降において、測光ユニット１３は、予め設定された停止
位置間を回転移動中の１番目及び２番目の反応容器３内の混合液を測定し、生成した被検
データを演算部７１に出力する。演算部７１は、測光ユニット１３から出力された被検デ
ータに基づいて、分析データを生成する。そして、生成した分析データを出力部７５に出
力すると共にデータ記憶部７２に保存する。出力部７５は、ＩＤ「１」及び「２」に対応
する「ＧＯＴ」及び「ＧＰＴ」の分析データを出力する。
【０１２０】
　次に、第（ｎ＋１）の分析サイクル以降において、反応容器洗浄部６０で行われる反応
容器３の反応容器洗浄の動作を説明する。
【０１２１】
　第（ｎ＋１）の分析サイクルにおいて、測定後の混合液を収容した１番目の反応容器３
は第１洗浄位置Ｗ１停止する。洗浄ノズルユニット６１は下に移動し、洗浄位置Ｗに停止
した反応容器３に対して反応容器洗浄を行った後、上に移動する。
【０１２２】
　第（ｎ＋２）の分析サイクルにおいて、測定後の混合液を収容した１番目及び２番目の
反応容器３は第２及び第１洗浄位置Ｗ２，Ｗ１停止する。洗浄ノズルユニット６１は、下
に移動し、洗浄位置Ｗに停止した反応容器３に対して反応容器洗浄を行った後、上に移動
する。
【０１２３】
　第（ｎ＋３）の分析サイクルにおいて、反応容器指定部６８は、洗浄位置Ｗに停止した
反応容器３の中に指定した反応容器３や、測定後の混合液を収容した反応容器３が含まれ
ているか否かを判定する。
【０１２４】
　そして、洗浄位置Ｗに停止した反応容器３の中に指定した反応容器３が含まれている場
合（Ａの場合）、又は第１洗浄位置Ｗ１に測定後の混合液を収容した反応容器３が停止し
た場合（Ｂの場合）、又は第２洗浄位置Ｗ２に第１洗浄位置Ｗ１で洗浄された後の反応容
器３が停止した場合（Ｃの場合）の少なくともいずれかの場合（ステップＳ８のはい）、
洗浄ノズルユニット６１は下に移動し、洗浄ポンプユニット６２の供給及び排液動作によ
り洗浄位置Ｗに停止した反応容器３への反応容器洗浄を行った後、上に移動する（ステッ
プＳ９）。
【０１２５】
　また、洗浄位置Ｗに停止した反応容器３の中に指定した反応容器３が含まれていない場
合、第１洗浄位置Ｗ１に停止した反応容器３に測定後の混合液が収容されていない場合、
及び第２洗浄位置Ｗ２に第１洗浄位置Ｗ１で洗浄していない反応容器３が停止した場合（
ステップＳ８のいいえ）、洗浄ノズルユニット６１は上停止位置を保持し、洗浄ポンプユ
ニット６２の供給及び排液動作の停止により洗浄位置Ｗに停止した反応容器３への反応容
器洗浄を停止する（ステップＳ１０）。
【０１２６】
　このように、第（ｎ＋１）の分析サイクル以降において、洗浄位置Ｗに停止した反応容
器３の中に指定した反応容器３が含まれていない場合、第１洗浄位置Ｗ１に停止した反応
容器３に測定後の混合液が収容されていない場合、及び第２洗浄位置Ｗ２に第１洗浄位置
Ｗ１で洗浄していない反応容器３が停止した場合に、洗浄位置Ｗに停止した反応容器３に
対して反応容器洗浄を停止させることにより、洗浄液及びブランク液の消費量を低減する
ことができる。また、反応容器洗浄部６０の各洗浄ユニットの動作を停止させることによ
り、各洗浄ユニット及びこの洗浄ユニットを駆動する機構の長寿命化を図ることができる
。
【０１２７】
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　ステップＳ９又はステップＳ１０の後に、反応容器指定部６８は、第２洗浄位置Ｗ２に
停止した反応容器３に基づいて、被検試料の分析動作を停止させるか否かを判定する。
【０１２８】
　そして、システム制御部９０から供給された検査情報に対して最後の被検試料の分析に
対応する測定後の混合液が収容された反応容器３が第２洗浄位置Ｗ２に到達していない場
合（ステップＳ１１のいいえ）、ステップＳ８に戻る。
【０１２９】
　また、システム制御部９０から供給された検査情報に対して最後の被検試料の分析に対
応する測定後の混合液が収容された反応容器３が第２洗浄位置Ｗ２にある場合（ステップ
Ｓ１１のはい）、その次の分析サイクルで被検試料の分析を終了の情報をシステム制御部
９０に出力する。システム制御部９０は、分析制御部１９、反応容器指示部６８、データ
処理部７０、及び出力部７５に分析動作の停止を指示する。そして、自動分析装置１００
は、動作を終了する（ステップＳ１２）。
【０１３０】
　なお、被検試料測定開始操作の後に操作部８０からの検査情報入力操作又は端末装置１
２０で検査情報の送信操作が行われた場合、第１及び第２洗浄位置Ｗ１，Ｗ２に停止した
反応容器３の中に測定後の混合液を収容した１番目又は２番目の反応容器３の少なくとも
一方の反応容器３が含まれている分析サイクルの次の分析サイクル以降において、その検
査情報に対応する測定後の混合液を収容した反応容器３が含まれている分析サイクルの間
、洗浄位置Ｗに停止した反応容器３に対してステップＳ８乃至Ｓ１１が実行される。
【０１３１】
　次に、図９の洗浄回数設定画面７８で設定された洗浄回数に基づいて、サンプル分注プ
ローブ洗浄部３０、第１試薬分注プローブ洗浄部４０、及び第２試薬分注プローブ洗浄部
５０で実行される洗浄動作を説明する。
【０１３２】
　制御部１９２は、システム制御部９０から供給される洗浄回数設定画面７８で設定され
たサンプル分注プローブ１６の洗浄回数である「３」、及び第１及び第２試薬分注プロー
ブ１４，１５の洗浄回数である「４」の情報に基づいて、サンプル分注プローブ１６、及
び第１及び第２試薬分注プローブ１４，１５と、サンプル分注プローブ洗浄部３０、及び
第１及び第２試薬分注プローブ洗浄部４０，５０の各洗浄ユニットを作動させる。
【０１３３】
　第（ａ－３）乃至第（ａ－１）の分析サイクルにおいて、サンプル分注プローブ洗浄部
３０は、分析サイクル毎に、サンプル分注プローブ１６を洗浄する。また、第（ａ－３）
乃至第ａの分析サイクルにおいて、第１試薬分注プローブ洗浄部４０は、分析サイクル毎
に、第１試薬分注プローブ１４を洗浄する。更に、第（ｂ－３）乃至第（ｂ－１）の分析
サイクルにおいて、第２試薬分注プローブ洗浄部５０は、分析サイクル毎に、第２試薬分
注プローブ１５を洗浄する。
【０１３４】
　このように、被検試料測定操作が行われてから、被検試料、第１試薬、及び第２試薬の
分注が開始される前までの分析サイクルの間、その間の分析サイクルの数よりも少ない洗
浄回数の洗浄を行うことにより、各洗浄液の消費量を低減することができる。また、サン
プル分注プローブ洗浄部３０及び第１試薬分注プローブ洗浄部４０の各洗浄ユニットの洗
浄動作の回数を低減することにより、各洗浄ユニット及びこの洗浄ユニットを駆動する機
構の長寿命化を図ることができる。
【０１３５】
　以上述べた本発明の実施例によれば、検査情報に基づいて標準試料又は被検試料の分析
に使用する反応容器３を指定し、第１乃至第ｎの分析サイクルにおいて、洗浄位置Ｗに停
止した反応容器３の中に指定した反応容器３が含まれている場合に洗浄位置Ｗに停止した
反応容器３に対して反応容器洗浄を行い、洗浄位置Ｗに停止した反応容器３の中に指定し
た反応容器３が含まれていない場合に洗浄位置Ｗに停止した反応容器３に対して反応容器
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洗浄を停止することができる。
【０１３６】
　また、第（ｎ＋１）の分析サイクル以降において、洗浄位置Ｗに停止した反応容器３の
中に指定した反応容器３が含まれている場合、又は第１洗浄位置Ｗ１に測定後の混合液を
収容した反応容器３が停止した場合、又は第２洗浄位置Ｗ２に第１洗浄位置Ｗ１で洗浄さ
れた後の反応容器３が停止した場合の少なくともいずれかの場合に洗浄位置Ｗに停止した
反応容器３に対して反応容器洗浄を行う。また、洗浄位置Ｗに停止した反応容器３の中に
指定した反応容器３が含まれていない場合、第１洗浄位置Ｗ１に停止した反応容器３に測
定後の混合液が収容されていない場合、及び第２洗浄位置Ｗ２に第１洗浄位置Ｗ１で洗浄
していない反応容器３が停止した場合に洗浄位置Ｗに停止した反応容器３に対して反応容
器洗浄を停止することができる。
【０１３７】
　更に、標準試料測定操作又は被検試料測定操作が行われてから、サンプル、第１試薬、
及び第２試薬の分注が開始される前までの各分析サイクルの間、その間の各分析サイクル
の数よりも少ない洗浄回数の洗浄を行うことにより、洗浄液の消費量を低減することがで
きる。
【０１３８】
　以上により、洗浄液の不足により、被検試料の分析が中断されるのを低減することがで
きる。また、各洗浄ユニットの動作を低減することにより、各洗浄ユニット及びこの洗浄
ユニットを駆動する機構の長寿命化を図ることができる。
【０１３９】
　なお、本発明は上記実施例に限定されるものではなく、反応容器洗浄部６０の供給ポン
プユニット６３の供給ポンプ６３５を第１乃至第３の供給ポンプに置き換え、第１の供給
ポンプを第１分岐管６３２に接続し、また第２の供給ポンプを第２のノズル６１２に接続
し、更に第３の供給ポンプを第３のノズル６１３に接続する。そして、第１乃至第３の供
給ポンプを夫々独立して駆動させるようにしてもよい。
【０１４０】
　そして、第１乃至第ｎの分析サイクルにおいて、指定した反応容器３が例えば第１又は
第２洗浄位置Ｗ１，Ｗ２のいずれか一方の位置に停止した場合、その停止した位置に対応
する供給ポンプだけを作動させることにより、更に洗浄液の消費量を低減することができ
る。
【図面の簡単な説明】
【０１４１】
【図１】本発明の実施例に係る自動分析装置の構成を示すブロック図。
【図２】本発明の実施例に係る分析部の構成を示す斜視図。
【図３】本発明の実施例に係る分析部における反応容器の停止位置を示す図。
【図４】本発明の実施例に係るサンプル分注プローブ洗浄部の構成を示す図。
【図５】本発明の実施例に係るサンプル分注プローブ洗浄部の洗浄を説明するための図。
【図６】本発明の実施例に係る第１試薬分注プローブ洗浄部の構成を示す図。
【図７】本発明の実施例に係る第２試薬分注プローブ洗浄部の構成を示す図。
【図８】本発明の実施例に係る反応容器洗浄部の構成を示す図。
【図９】本発明の実施例に係る表示部に表示される洗浄回数設定画面の一例を示す図。
【図１０】本発明の実施例に係る表示部に表示される検査項目設定画面の一例を示す図。
【図１１】本発明の実施例に係る自動分析装置の動作を示すフローチャート。
【符号の説明】
【０１４２】
１８　分析部
１９　分析制御部
２０　洗浄部
３０　サンプル分注プローブ洗浄部
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４０　第１試薬分注プローブ洗浄部
５０　第２試薬分注プローブ洗浄部
６０　反応容器洗浄部
７０　データ処理部
７１　演算部
７２　データ記憶部
７５　出力部
７６　印刷部
７７　表示部
８０　操作部
８１　インターフェース
９０　システム制御部
９１　記憶回路
１００　自動分析装置
１１０　純水装置
１２０　端末装置
１３０　ネットワーク
１９１　機構部
１９２　制御部

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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